
ゲノム編集技術とその応用食品等の取扱い
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ゲノム編集技術従来の育種技術
（突然変異誘発技術）

組換えDNA技術
（いわゆる「遺伝子組換え」）

細胞外で組換えDNA分子を作製し、
それを生細胞に移入し、細胞に

組込む（増殖させる）ことで変異を得る
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放射線照射や薬剤により人為的に
ランダムに不特定のDNAを切断し、
自然修復の過程で生じた変異を得る

安全性審査を義務づけ
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ゲノム編集技術応用食品等の取扱い 届出 安全性審査

放射線育種での例

（注）この概念図は、各タイプの代表となるケースとその取扱いを示したものであることに留意が必要。
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